
 

看護師の特定行為について 

 

看護師による特定行為とは 

看護師による特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に基づき、厚生労働省が定めた「特

定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師（特定看護師）が診療の補助行為を実施する

ことで、保健師助産師看護師法および厚生労働省省令によって規定されたものです。 

当院では、医師をはじめとする多職種のスタッフと常に連携し、患者さんの安全を第一に実施

します。 

 

 

看護師による特定行為における説明と同意について 

看護師のよる特定行為については個別に同意を得ることはありません（包括同意）。  

ただし、いつでも辞退することができますので、担当医・看護師へお申し出ください。特定行

為を辞退したことによる、治療上および看護上の不利益を被ることはありません。 

 

 

看護師の特定行為研修における病院実習について 

当院では、特定行為研修等の協力施設として、体制を整え特定看護師を育成しています。患

者さんは特定行為研修における実習に対して辞退することができます。辞退を希望される場合

には、担当医・看護師にお申し出ください。特定行為実習を辞退したことによる、治療上およ

び看護上の不利益を被ることはありません。 

 

 

〇当院での看護師による特定行為の実施に関するお問い合わせ 

担当医 もしくは新館２階入退院支援・患者様相談センター 

  



 

 

当院で実施している看護師による特定行為（2025 年 11 月 1 日時点） 

 

特定行為区分 特定行為 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 

呼吸器（人工呼吸法に係るもの）関連 

侵襲的陽圧喚起の設定の変更 

非侵襲的陽圧換気の設定の変更 

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の

調整 

人工呼吸器からの離脱 

動脈血液ガス分析関連 
直接動脈穿刺による採血 

橈骨動脈ラインの確保 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 
脱水症状に対する輸液による補正 

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 

感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 

精神および神経症状に係る薬剤投与関連 抗けいれん剤の臨時の投与 

 


